
小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
に
助
成

●
接
種
期
間
／
10
月
1
日
（
土
）
～
令
和

5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
31
日
（
火
）

●
対
象
者
／
予
防
接
種
日
時
点
で
有
田
川

町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令

和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
31
日

時
点
で
生
後
1
歳
以
上
で
あ
り
、
令
和

5
年
（
2
0
2
3
年
）
3
月
31
日
（
今

年
度
末
）
時
点
で
16
歳
未
満
の
子
ど
も

●
助
成
回
数

・
今
年
度
末
に
13
歳
未
満
の
子
ど
も
／
1

人
に
対
し
2
回
ま
で

・
今
年
度
末
に
13
歳
以
上
16
歳
未
満
の
子

ど
も
／
1
人
に
対
し
1
回
ま
で

●
助
成
額
／
1
回
あ
た
り
3
7
0
0
円

を
上
限
額
と
し
ま
す

※
接
種
費
用
が
上
限
額
を
下
回
る
場
合

は
、
そ
の
額
を
助
成
額
と
し
ま
す

●
助
成
を
受
け
る
に
は
／
9
月
下
旬
に
町

か
ら
対
象
者
に
案
内
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
予
防
接
種
実
施
機
関
に
予
約
し
、

町
が
発
行
し
た
書
類
（
助
成
券
な
ど
）

を
お
持
ち
に
な
っ
て
接
種
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

※
転
入
な
ど
の
関
係
で
案
内
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水
行

政
局
住
民
福
祉
室

問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水
行

政
局
住
民
福
祉
室医	

療

◆
◆
◆

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

障
害
認
定

一
定
以
上
の
障
害
の
あ
る
65
歳
以
上
74

歳
以
下
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
一
定
以
上
の
障
害
と
は

①
国
民
年
金
法
な
ど
に
お
け
る
障
害
年
金

1
級
お
よ
び
2
級

②
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
・
3
級
お
よ

び
4
級
の
次
の
障
害

・
音
声
・
言
語
障
害

・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

・
1
下
肢
の
下
腿
の
2
分
の
1
以
上
を
欠

く
も
の

・
1
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害　

な
ど

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
お
よ

び
2
級

④
療
育
手
帳
A
1 

お
よ
び 

A
2

●
申
請
先
／
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
や

す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清
水

行
政
局
住
民
福
祉
室

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

健	

康

◆
◆
◆

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
に
助
成

●
接
種
期
間
／
10
月
1
日
（
土
）
～
令
和

5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
31
日
（
火
）

●
対
象
者

①
予
防
接
種
日
時
点
で
有
田
川
町
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

②
予
防
接
種
日
時
点
で
有
田
川
町
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
で
、
心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機

能
に
障
害
が
あ
り
身
の
回
り
の
生
活
が

極
度
に
制
限
さ
れ
る
方
、
お
よ
び
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機

能
に
障
害
が
あ
り
日
常
生
活
が
ほ
と
ん

ど
不
可
能
な
方
（
お
お
む
ね
、
身
体
障

害
者
障
害
程
度
等
級
1
級
に
相
当
）

●
接
種
費
用
／
1
3
0
0
円

※
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
は
、
健
康

推
進
課
ま
た
は
清
水
行
政
局
住
民
福
祉

室
で
接
種
前
に
お
手
続
き
い
た
だ
く
と

無
料
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
印
鑑
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
接
種
回
数
は
1
回
で
す
。

●
接
種
を
受
け
る
に
は
／
有
田
郡
市
内
の

医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合
は
、
医
療

機
関
に
直
接
予
約
し
て
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。
有
田
郡
市
外
で
接
種
す
る
場
合

は
、
健
康
推
進
課
ま
た
は
清
水
行
政
局

住
民
福
祉
室
へ
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

税	

金

◆
◆
◆

令
和
4
年
度
（
２
０
２
２
年
度
）

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・

登
録
申
請
手
続
き
の
相
談
会
」

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
10
月
か

ら
導
入
さ
れ
る
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
概
要
の
説
明
会
お
よ
び
登
録
申
請
手
続

き
の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時

・
10
月
26
日
（
水
）
14
時
～
15
時

・
11
月
30
日
（
水
）
10
時
～
11
時

●
場
所
／
公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税

協
会 

3
階
会
議
室
（
湯
浅
町
湯
浅

2
4
3
0
番
地
77
）

●
定
員
／
20
人
（
先
着
順
）

※
開
催
日
の
1
週
間
前
ま
で
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

●
申
し
込
み
先
／
湯
浅
税
務
署 

法
人
課

税
部
門 

☎
６
３
‐
5
4
0
6
（
直
通
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

状
況
に
よ
り
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問

湯
浅
税
務
署 

法
人
課
税
部
門

　

☎
６
３
‐
5
4
0
6

お知らせお知らせ
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